
 
 

令和 7 年 7 月 24 日 
国土交通省関東地方整備局 

東京第一営繕事務所 

 
令和６年度 優良工事等東京第一営繕事務所長表彰について 

 
 

東京第一営繕事務所では、令和６年度に完成した工事、完了した業務の中で、「特に優れ
た成績を収めた工事、業務、技術者」及び「より一層、建設業界の魅力を発信するととも
に、将来の担い手育成と若手・女性の入職促進に資する若手・女性技術者」について、令和
6 年度優良工事等表彰式を下記のとおり執り行いますのでお知らせします。 

 
 
 
  

１． 日時 令和７年７月２５日（金）１１：００〜１１：３０ 
 

２． 場所 東京第一営繕事務所 （新宿地方合同庁舎 １階 共用会議室） 
       新宿区百人町３−２８−８ 
 

３． 表彰件数及び人数 
             優良工事    １件 
             優秀工事技術者 １名 
             若手技術者奨励 １名 

 
４． 取材を希望される方は、別紙に基づき、電子メールにて申し込みください。 

 

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、都庁記者クラブ、埼玉県政記者クラブ 

＜問い合わせ先＞  
関東地方整備局 東京第一営繕事務所 
電話：０３―３３６３−２６９４ E-mail：ktr-tokyo_ei1_soudan @mlit.go.jp 
氏名：保全指導･監督官室長   竹下 （たけした） 

 
 
 
 

令和 7 年 7 月 25 日 12 時以降解禁 



 

令和６年度 優良工事等の東京第一営繕事務所長表彰について 
 
１． 目 的  

（優良工事表彰） 
    優良工事表彰は、東京第一営繕事務所において完成した工事のうち、その施工が優秀で

あって、他の模範とするに足りるものを表彰することにより、技術の向上及び円滑な事業
の推進に資することを目的としています。 
 
（優秀工事技術者表彰） 
 優秀工事技術者表彰は、東京第一営繕事務所において完成した優良な工事を担当した現 
場代理人及び主任（監理）技術者の中から表彰を行うことにより、技術者の誇りと資質の 
向上を図り、円滑な事業の推進に資することを目的としています。 
 
（若手・女性技術者奨励表彰） 

   若手・女性技術者奨励表彰は、東京第一営繕事務所において完成した優良な工事を担当
した現場代理人及び主任（監理）技術者の中から活躍している若手・女性技術者を表彰す
ることにより、より一層、建設業界の魅力を発信するとともに、将来の担い手育成と若手・
女性の入職促進に資することを目的としています。 
 

２． 選定方法  
    優良工事等の選定は、東京第一営繕事務所管内の工事及び業務の中から、優良工事等選

定委員会において審査を行いました。  
 

３． 選定方針  
（優良工事表彰） 
・当該工事の成績が優秀なもの、又はその功績が顕著なもの。  
・工事の難易や、創意工夫、安全対策への取り組み等が優れているもの。 

 
   （優秀工事技術者表彰） 

・当該工事技術者の担当した工事が優良であり、かつ、工事中における当該工事技術者 
の功績が顕著なもの。  

・管理能力、技術能力、仕事に対する積極性、誠実性が優れているもの。 
 
   （若手・女性技術者奨励表彰） 
   ・当該工事技術者の担当した工事が優良であり、かつ、工事中における当該工事技術者の 
    取り組みが顕著なもの。 
 
 



 

令和６年度優良工事等表彰（東京第一営繕事務所長表彰） 
 
 
 
優良工事表彰 事務所長表彰 

工 事 名 会 社 名 

埼玉県警察機動隊（２３）電気設備改修その他工事      (株)万代電気工業 

 
 
優秀技術者表彰 事務所長表彰 

工 事 名 会 社 名 
技術者名 

埼玉県警察機動隊（２３）電気設備改修その他工事       (株)万代電気工業 
伊藤良輔 

 
 
若手技術者奨励賞表彰 事務所長表彰 

工 事 名 会 社 名 
技術者名 

警視庁第八機動隊本館（２３）機械設備改修その他工事  (株)ヤマト 
小島啓輔 

なお、令和６年度の「優良下請企業及び優秀下請技術者」、「難工事功労」、「優良業務及び優秀
技術者」の該当はありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【別紙】  
 
報道機関の皆様へ  
 
 
◆取材申し込みについて  
【期日】令和７年７月２４日（木）１８：００まで  
【申し込み】 メールには、以下の内容をご記載ください  

件名：【取材希望】優良工事等表彰  
本文：①氏名（ふりがな）、②社名、③連絡先（電話・Mail）  

【送付】送付先： ktr-tokyo_ei1_soudan @mlit.go.jp  
 
 
◆その他  

ご来庁の際には以下についてご留意ください。  
・写真撮影等は式の進行の妨げにならないようお願いいたします。  
・腕章をご持参のうえ、各社１名まででお願いします。  

 


